
「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」に基づく

フォローアップ結果 

 

総務省行政評価局 

政 策 評 価 官 室 

平成 26 年５月 16 日 

１ フォローアップの実施状況 

  「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」（平成 22年５月 28日政策評価各府省

連絡会議了承。以下「ガイドライン」という。）の項目３に規定するフォローアップとして、各

府省における評価書の作成に資するよう、特にガイドラインの項目１（２）アに規定する事項（評

価書の法定記載事項）を中心に、平成 25年度（平成 26年２月末時点）に各府省が作成した政策

評価書における記載状況の確認を行いました。 

その結果、以下のとおり「評価の過程で使用したデータ、文献等のバックデータの概要、若し

くはその所在に関する情報」（項目アの⑥。以下「データ等又はその所在情報等」という。）の記

載状況について、共通的な課題を有する事例がみられました（２～８ページ）。 

また、政策評価の基礎となるデータなど評価に関する情報について、外部からの検証性を確保

するため、データの解析容易性などに配慮した形で公表するように努めることとされています

（同項目１（２）エ）。今回のフォローアップでは、評価に関する情報として、解析が容易な形

式で既に公表されている統計等の所在を示している例はしばしば確認できたものの、その他には

解析容易性などに配慮した形式で公表されている例は確認できませんでした。 

なお、上記のほか、分かりやすい評価書の作成等のための取組として参考となる事例がありま

したので、お示しします（９～10ページ）。 

政策評価に関する情報の公表は、国民に対する行政の説明責任の徹底を図り、政策についての

透明性を確保する上で重要であり、各府省におかれては、ガイドラインの趣旨を踏まえ、本資料

の事例等も参考にしながら、評価書の作成をお願いします。 

 

２ フォローアップの対象とした事例 

  平成 25 年度（26年２月末時点）に総務大臣に送付された政策評価書から 100件を抽出（租税

特別措置に係る政策評価及び規制の事前評価については、総務省の客観性担保評価により評価の

客観的かつ厳格な実施を担保しているため確認対象から除く）。 

 

３ 改善すべき事例 

（１）概要 

  以下のとおり、３つの課題について、改善が必要と考えられる事例がみられました。 

 

改善が必要と考えられる事例の内訳 

課題 内容 件数 

１ 評価書にデータ又はその所在情報等の記載がない 12（２～４ページ） 

２ 
データ又はその所在情報等の記載はあるが、評価結果とそれ

ぞれのデータ又はその所在情報等との関連性の特定が困難 
３（５～６ページ） 

３ 
政策評価に活用した有識者の知見の内容の参照ができない、

又は困難な状態となっている 
３（７～８ページ） 
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（２）課題別事例の一覧 

 

<課題１> 

評価書にデータ又はその所在情報等の記載がない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●事業に係る事業評価書 

事業名 ●●●事業 担当課 △△△課 

事業概要  

事業目的  

必要性、効率性、

有効性等の観点か

らの評価 

＜必要性＞ 

＜効率性＞ 

＜有効性＞ 

外部評価の結果 平成○年○月○日■■■■委員  

 

必要性、効率性、

有効性等の観点か

らの評価 

＜必要性＞ 

＜効率性＞ 

＜有効性＞ 

外部評価の結果 平成○年○月○日■■■■委員会 

評価を行う過程に

おいて使用した資

料その他の情報 

必要性の観点からの評価 

・●●●に関する調査結果（□□

（http://www.XXXX.XXXX/html） 

 
 

 

○ 政策評価法第 10条第１項第６号において、評価書には「政策評価を行う過程にお

いて使用した資料その他の情報に関する事項」を記載することとされており、デー

タ又はその所在情報は、政策評価の結果を外部から検証する上で重要な情報である

ことから、評価書に記載する必要がある。 

 上記の記載状況について確認した結果、以下のとおりデータ又はその所在情報等

の記載がない事例がみられた。【事例①－１、①－２、②】 

 これらについては、以下のような改善を講じる必要がある。 

【事例①－１】評価書中にデータ又はその所在情報等を記載、又は新たに項目を設定

し、データ又はその所在情報等を記載する。 

【事例①－２】評価書中にデータ又はその所在情報等を記載することが困難な場合

は、評価書の別添資料としてこれらを記載する。 

【事例②】業務上作成又は収集したデータを用いて評価を行っている場合も、当該デ

ータ又はその所在情報等を記載する。 

○

○
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事例①－１】評価書中にデータ又はその所在情報等の記載がない 

＜改善前＞ 

データ又はその所在情報等の記載がない。 

データ又はその所在情報等を記載

する項目が未設定。 

評価書中 にデータ又はその所

在情報等を記載。 

又は

データ又はその所在情報等を記載す
 

る項目を設定の上、これらを記載。



【事例①－２】

＜改善前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度予算に係る評価結果 

 

都道府県名 事業名 

（事業者名） 

地区名 総事業費 便益 費用 B/C 対応方針 

●●県 △△△事業 

（××市） 

□□地区 566,300 ～～ ～～ ～～ 継続 

▲▲県 ＊＊＊事業 

（○○市） 

■■地区 315,942 ～～ 

 

平成 26年度予算に係る再評価結果 

都道府県名 事業名 

（事業者名） 

地区名 総事業費 便益 費用 B/C 対応方針 備考 

●●県 △△△事業 

（××市） 

□□地区 566,300 ～～ ～～ ～～ 継続 関連データ等

は別添参照 

▲▲県 ＊＊＊事業 

（○○市） 

■■地区 315,942 ～～ ～～ ～～ 中止 関連データ等

は別添参照 

 
 
 
 
 
 
 

別添１ 事業概要図 

別添２ 費用便益分析に関するバックデータ 

    便益に係る各種データ、費用にかかる各種デ

ータ、分析算出表など 

別添３ 有識者による審議状況 

    議事録、会議資料など 

 

データ又 はその 所在情 報等を評

価書中に記載することが困難 
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＜改善例＞

評価書の別添資料として、データ

又はその所在情報等を記載。 



【事例②】業務上作成又は収集したデータを用いて評価を行っているが、当該データ又はその所在

情報等の記載がない。 

＜改善前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標管理型の政策評価書の標準様式 

 

-----------------------------------------（省略）----------------------------------------- 

 

測定指標 
●●●●の達成率 

基準値 実績値 目標値 

年度 20 21 22 23 24 55 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

年度ごとの目標値        

施策に関する評価結果 

目標の達成状況 
●●●●について、◇％の達成率とな

 

目標
括 

～～～
 

 

学識経験を有する者の知見の活用 

平成  

〔意  

～～～  
 

政策評価を行う過程において使用し

た資料その他の情報 

なし 

 

-----------------------------------------（省略）----------------------------------------- 

 

 

政策評価を行う過程において使用し

た資料その他の情報 

 

・●●●●の達成状況については、△△局××課において作成 

 

 

 

●●●●の達成状況に係る調査結果（××課作成） 

 

 

又は 

業務上作成又は収集したデータ

又はその所在情報等を記載する

必要がある。 

業務上作成又は収集したデータを用 

いて評価を行っているが、当該データ 

又はその所在情報等の記載がない。 
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<課題２> 

データ又はその所在情報等の記載はあるが、評価結果とそれぞれのデータ又はその所在情

報等との関連性の特定が困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例③－１】データ又はその所在情報等についての記載はあるが、それぞれが評価結果における

どの記述の根拠となるか特定が困難 

＜改善前＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善例＞ 

 

 

 

 

 

 

目標管理型の政策評価書の標準様式 

 

-----------------------------------------（省略）----------------------------------------- 

施策に関する評価結果 

目標の達成状況 ～～～～～～～～～～～ 

目標期間終了時点の
総括 

項目１             
項目２             
項目３             

 

学識  

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 

政策評価を行う過程において使用

した資料その他の情報 

○○省「■■■■に係る実態調査」、●●省「×××動向調査」、

「△△△△統計」、□□省「▲▲▲▲に係る動態調査」 

-----------------------------------------（省略）----------------------------------------- 

 

評価を行う過程において使用し

た資料その他の情報 

項目１ 

・○○省「■■■■に  
項目２ 

・●●省「×××動向調査」 

項目３ 

・□□省「▲▲▲▲統計」 

・●●省「△△△△に係る動態調査」 

 

評価結果中のどの部分の根拠となる

データ又はその所在情報等であるか

示すため、項目ごとに整理して所在

情報等を記載。 

それぞれが評価結果におけるどの項目

の記述の根拠となるか特定が困難。 

 

 

 

 

○ ガイドラインの趣旨から、データ又はその所在情報等について記載するだけでなく、

できる限り評価結果と個々のデータ又はその所在情報等の関連性が特定できるように

記載する必要がある。

○ 上記について確認した結果、以下のとおり、データ又はその所在情報等の記載はある

が、評価結果とそれぞれのデータ又はその所在情報等との関連性の特定が困難な事例が

みられた。【事例③－１、③－２】

○ これらについては、以下のような改善を講じる必要がある。

【事例③－１】データ又はその所在情報のそれぞれが、評価結果におけるどの記述の根

拠となるか特定できるよう記載する。

【事例③－２】所在情報の該当箇所を示す具体的な情報（URL 等）を記載し、評価結果と

データ又はその所在情報等の関連性が特定できるよう記載する。 
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【事例③－２】所在情報についてのタイトルの記載はあるが、該当箇所を示す具体的な情報（URL

等）が記載されていないため、評価結果とデータ又はその所在情報等との関連性の特

定が困難な事例 

＜改善前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価を行う過程において
使用した資料その他の情
報 

１ ～～～～～～～～  

・○○省ホームページ 

・△△省ホームページ 

 

２ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

・●●省ホームページ 

 

 

 

評価を行う過程において
使用した資料その他の情
報 

１ ～～～～～～～～～ 

・○○省ホームページ掲載の下記の資料 

 ◇◇◇◇に関する調査結果 

 （http://www/xxx/xxx/xxx/xxx.pdf） 

 ××××に係る調査の結果報告書 

  （http://www/ccc/ccc/ccc/ccc/ccc/ccc html） 

・△△省ホームページ掲載の下記の資料 

  ▲▲▲▲に係る結果報告書 

（http://www/sss/sss/sss/sss/sss/sss.go.jp/） 

 

２ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

・●●省ホームページ掲載の下記の資料 

□□□□に関する報告書 

（http://www.eee/eee/eee/eee/eee/eee.html） 

 

 

ホームページのタイトルのみ記載

され、具体的な情報が（URL 等）

が記載されていないため、評価結

果とデータ又はその所在情報等と

の関連性の特定が困難。 

該当箇所が記載されている URL 等

を記載。 
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<課題３> 

政策評価に活用した有識者の知見の内容の参照ができない、又は困難な状態となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例④－１】政策評価を行うに当たって参考とした有識者から成る評価委員会等の議事録等の 

関連資料が未公表となっている 

＜改善前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 政策評価を行うに当たって、評価委員会を開催し、有識者の知見を活用している

場合、その内容は、政策評価の結果を外部から検証する上で重要な情報であること

から、ホームページ等で有識者の知見の内容が容易に参照できるようにする必要が

ある。 

○ 上記について、確認した結果、以下のとおり、有識者の知見の内容の参照ができ

ない、又は参照が困難な状態となっている事例がみられた【事例④－１、④－２】 

○ これらについて、以下のような改善を講じる必要がある。 

【事例④－１】政策評価を行うに当たって参考とした有識者から成る評価委員会等の

議事録等の関連資料は、ホームページ上にできるだけ早期に公表する。 

【事例④－２】政策評価を行うに当たって参考とした有識者から成る評価委員会等の

開催日等を記載し、当該委員会の特定を容易にする。 

 

 

 

 

 

１ 施策名称 

○○○○ 

 

２ 施策概要 

～～～～～～～～～～～～ 

 

３ 政策評価の観点、分析等 

  ○○○○に関する評価委員会において外部

評価を実施し、必要性・効率性等を分析した  

 

 

-------------------省略--------------- --- 

 

 

６ 審議会等：○○○○に関する評価委員会 

  第 20回【開催日：平成 25年８月●日】 

政策評価書 

 
○○○○に関する評価委員会 

 
■第 20回【開催日：平成 25年８月●日（水）】 

 
 
 
 

■  

 
 
 
 

■第 18回【開催日：平成 25年１月●日（水）】 

 

 
・配付資料 ・議事録 ・議事概要 

当該府省の HPに掲載されている評価委員会の開催状況 

開催日から半年が経過しているに

もかかわらず、議事録等が未公表と

なっている。 
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【事例④－２】政策評価を行うに当たって参考とした有識者から成る評価委員会等の開催日等の 

記載がないため、当該委員会の特定が困難 

＜改善前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施策名称 

○○○○ 

 

２ 施策概要 

～～～～～～～～～～～～ 

 

３ 政策評価の観点、分析等 

 ＜必要性＞ 

 

 

 

 ＜効率性＞  

 ＜有効性＞ 

４ 評価に用いた資料及び有識者 活用等 

 ・×××結果報告書（●●省） 

 ・○○○○に係る評価委員会 

○○○○に係る政策評価書 

１ 施策名称 

○○○○ 

 

２ 施策概要 

～～～～～～～～～～～～ 

 

３ 政策評価の観点、分析等 

 ＜必要性＞ 

 

 ＜効率性＞  

 

 ＜有効性＞ 

 

４ 評価に用いた資料及び有識者の知見の活用等 

 ・×××結果報告書（●●省） 

 ・第▲回○○○○に係る評価委員会【開催日：平成●年●月●日】 

 

○○○○に係る政策評価書 

開催回、開催日等を記載。 

政策評価を行うに当たって参考とした有識

者から成る評価委員会の開催回、開催日等の

記載がないため、当該委員会の特定が困難。 
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４ 参考とすべき事例 

  分かりやすい評価書の作成、外部からの検証可能性確保のための取組を行っている事例が以下

のとおりみられました。 

 

事例（ⅰ）専門的な用語に解説や注釈を付している事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門的な用語に注釈を付記。 
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事例（ⅱ）図表やグラフを積極的に活用している事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定指標について、達成状況を

グラフで図示。 
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フォローアップの対象とした評価書の抽出方法 

 

 

   評価書における記載状況を府省横断的かつ分野横断的に確認するために、平成

26 年２月末時点で総務大臣に送付された政策評価書 1,480件から、公共事業の評

価書とそれ以外の評価書に分けて 50件ずつを抽出。 

 

① 公共事業の評価書：50 件（事前評価 10件、事後評価 40件） 

 

 

多くの事業に区分（簡易水道、農村整備、ダム、廃棄物処理施設等）されて評価

が行われていること、また、その評価については、詳細な費用便益分析による事業

効果の把握が行われており、ガイドラインにおいても公共事業に特化した情報公表

に関する留意点を掲げていること等に鑑み、相当数の評価書を確認することが必要

と考えられ、抽出数の半数を公共事業の評価書とした。

② 公共事業以外の評価書：50件（事前評価 10件、事後評価 40件） 

参 考 




